
7月16日発生に係る火災について

令和3年7月17日

事務局総務課管理室、

』

本年7月16日に発生した中央合同庁舎第6号館A棟検察ゾーンで発生した火災につ

いては，下記のとおり

記

第1 時系列

7月16日（金）

午後1 1時 1分本省無線より検察ゾーン10階79番の煙感知器が煙を感知

したため，火災警報発令

※10階79番及び78番の煙感知器が順次煙を検知し，特別

捜査部■■■■■執務室のスプリンクラー1台が稼働

午後1 1時3分スプリンクラー散水

煙感知器の設置位置は，別紙1のとおり

午後1 1時 9分現場に臨場した本省守衛及び警備員が消火不能と判断し，防

災センターから119番通報

午後1 1時17分丸の内消防署消防車到着

午後1 1時34分防災無線で火災鎮火確認

午後1 1時38分丸の内警察署蕃察官到着

午後11時56分スプリンクラー止水

7月17日 （土）

午前4時15分丸の内警察署帰署

午前 5時00分丸の内消防署帰署

第2原因
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第3被害状況（7月17日午後1時現在のもの）

1 人的被害

なし

2 火災による被害状況（別紙2のとおり）

10階特別捜査部■■■■■執務室の書類，執務机, OAタップ，パソコン2台

及びディスプレイ1台等が燃焼した

3 スプリンクラーによる散水被害（別紙3のとおり）

スプリンクラーが稼働したのは10階のみであるところ，散水した水が下の階ま

で順次漏れたことにより以下の執務室等での書類への被害が見られた

(1)検察ゾーン

10階特別捜査部ﾛ■■■■■執務室，■■■■■■■■■■■■■■

P

■■■■■

(2) 法務ゾーン

ﾛ■■■■■■■■

4停電箇所

7月17日午前6時の時点で停電していた箇所は以下のとおり

(l)検察ゾーン

■■■■■■■■■■

（2） 法務ゾーン

■■■■ウ

第4今後の作業

1 清掃関係

廊下等共用部分については， 中央監視室（保守業者）

室が保有する排水用バキュームを借用して職員が実施

に清掃を依頼するか又は同
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2復電関係

3空調機

(1) ACU

9

■

(2) ファンコイル

■■■■■■■■■■■■

4天井

5 その他

おって，本件火災被害について，

箸に対して「り災申告書」を提出

各部の被害状況をとりまとめた上，丸の内消防
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10階特別捜査部■■■■執務室内
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